
(様式第1号)

徳島県税 預金口座振替依賴書 (金融機関用)

取扱金融機関 御中 年 月

住所

(ふりがな)

氏名

(県税局受付印) 電話番号
※日中、連絡が取れる電話番号を記載してください。

私が納付する県税について、私名義の預金から次のとおり口座振替により納付することとしたいので、

次の事項確約の上、依頼します。

口座振替を

依頼する県税
1 個人事業税 2 自動車稅

振替納付日
第1期分 8月31日 第2期分 11月30日

随時分 納税通知書記載の納期限の日
5月31日

かな

所有している

自動車の登録番号
(軽自動車・二輪を除く。)

金融機関名

徳

徳島
※2台以上所有している場合は、 いずれか1台の登録番号を記入してください。

銀行・金庫

農協

本店・支店

金融機関コード

支店名 支店コード
本所・支所

預金種目 普通当座 納稅準備 口座番号 届出印

フリガナ

口座名義人

(銀行等へお届けの印を押してください。

注1: 口座振替を依頼する県税及び預金種目については、該当するものを○で囲んでください。

注2:自動車税については、申込後に取得した自動車を含め、所有している全ての自動車が口座振替とな

ります。ただし、自動車の登録上の住所・氏名等が不一致の場合、同一名義人と見なされず、口座
振替対象外となることがあります。

注3: 振替納付日が休日等の場合は翌営業日の振替となります。

その他確約事項

(1) 預金の支払手続きについては、当座取引約定書又は預金規約約定書にかかわらず、私が行うべき当
座小切手の振出又は預金通帳及び預金払戻請求書の提出などしませんから、貴行所定の方法で処理
してください。

(2) 指定預金口座の残高が振替日において、納付すべき金額に満たないときは、私に通知することなく
振替の取りやめ等、貴行が適当と認める方法で処理してください。

(3) この預金口座振替契約は、貴行が必要と認めた場合には、私に通知することなく解約されても異議
ありません。

(4) この預金口座振替契約を解約する場合には、私から取扱金融機関及び県税局あて文書で連絡します。
(5) この取扱いについて、紛議が生じても、貴行には迷惑をかけません。

(金融機関使用欄)

(不備返却事由)

1. 預金取引なし

2. 記載事項等相違
(店名、預金種目、口座番号、口座名義)

3. 印鑑相違
4. その他 )

検印 印鑑照合 受付印



(様式第2号)

徳島県税 預金口座振替申込書 (県税局用)

年月 Ε
徳島県県税局長殿

住所

(ふりがな)

氏名

(県税局受付印) 電話番号 )
※日中、連絡が取れる電話番号を記載してください。

私が納付する県税について、私名義の預金から次のとおり口座振替により納付することとしたいので、

次の事項確約の上、依頼します。

口座振替を
依頼する県税

1 個人事業稅 2 自動車稅

振替納付日
第1期分 8月31日 第2期分 11月30日

随時分 納税通知書記載の納期限の日
5月31日

所有している

自動車の登録番号
(軽自動車・二輪を除く。)

徳 かな

徳島

※2台以上所有している場合は、

金融機関名

支店名

いずれか1台の登録番号を記入してください。

銀行・金庫

農協

本店・支店

本所・支所

金融機関コード

支店コード

預金種目 普通当座 納稅準備 口座番号 届出印

フリガナ

口座名義人

注1: 口座振替を依頼する県税及び預金種目については、該当するものを○で囲んでください。
注2: 自動車税については、申込後に取得した自動車を含め、所有している全ての自動車が口座振替とな

ります。ただし、自動車の登録上の住所・氏名等が不一致の場合、同一名義人と見なされず、口座
振替対象外となることがあります。

注3: 振替納付日が休日等の場合は翌営業日の振替となります。

その他確約事項
(1) 領収証書及び振替済通知書が発行されないことを確認しました。
(2) 県税について還付金が生じた場合、別に届け出た口座がないときは、本申込書の上記口座に振り込
んでください(納税準備預金口座を除く。)。

(3) この預金口座振替契約は、県が必要と認めた場合には、解約されても異議ありません。

(金融機関使用欄)

(金融機関受付印)

(県税局整理欄)

(受付支所) (所管支所) ※他支所回付前、金融機関確認

システム照合 所管支所回付 他支所回付 振替入力 還付入力 名簿整理 確認

(回付先支所)

振替入力 還付入力 名簿整理 確認




